
昭和５６年に改正された新耐震基準と、それ以
前の旧耐震基準では、大きく異なります。
宮城県地震や阪神・淡路大震災では、旧基準の
建物が壊滅的に崩壊するものがあり、多くの犠
牲者を生じています。

一級建築士・土地家屋調査士による

キャンペーン実施中!
※無料簡易耐震診断につきましては、２階建以下【在来（軸組）工法】のみとさせていただきます。

詳しくは営業担当までお問合せください。

本セミナーでは、税制改正の概要と相続税のゆくえにつ
いて解説し、皆様の大切な資産を守る・活かす方法をわ
かりやすくお話いたします。

土地無料相談
無料簡易耐震診断

■会 場■


